
規

則 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
七
年
十
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
十
七
号 

 
 

 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

児
童
相
談
所
長
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
行
う
と
き
は
様
式
第
六
号

の
面
会
・
通
信
制
限
決
定
通
知
書
を
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
解
除
す

る
と
き
は
様
式
第
七
号
の
面
会
・
通
信
制
限
解
除
決
定
通
知
書
を
児
童
虐
待
を
行
っ
た
疑
い

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
保
護
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第６号（第４条関係） 

 

面会・通信制限決定通知書                
 

第     号   

年  月  日   

 

         様 

 

埼玉県  児童相談所長 □印    

 

児童虐待の防止等に関する法律第１２条第１項・第３項の規定に基づき、次のとおり

児童との面会・通信の制限を行います。 

対象となる児童 
氏 名  

生 年 月 日  

制限を受ける者 

住 所 

（法人にあって

は、主たる事務

所の所在地） 

 

氏 名 

（法人にあって

は、その名称） 

 

生 年 月 日  

制限する内容 

 １ 児童との面会（全部・一部） 
 
 
 ２ 児童との通信（全部・一部） 

制限を行う理由となった事実の内容 

連絡先 

教示 
 

備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則（平 

成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 



 

 

様式第７号（第４条関係） 

 

面会・通信制限解除決定通知書                
 

第     号   

年  月  日   

 

         様 

 

埼玉県  児童相談所長 □印    

 

     年  月  日付け 第    号により制限した、児童虐待の防止等に

関する法律第１２条第１項・第３項に基づく次の児童との面会・通信の制限を解除しま

す。 

対象となる児童 
氏 名  

生 年 月 日  

制限を解除され

る者 

住 所 

（法人にあって

は、主たる事務

所の所在地） 

 

氏 名 

（法人にあって

は、その名称） 

 

生 年 月 日  

制限を解除する理由 

連絡先 

 

 



 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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